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1.鯖江市の概要 

１－１ 現状と課題 

鯖江市が管理しているトンネルは１箇所あり、昭和５８年に建設

され建設後３５年余経過している。今後老朽化対策が必要となるな

かで、鯖江市では、定期点検、診断、措置のサイクルを構築し、定期

的な維持管理を実施することで、トンネルの長寿命化及び道路の安

全性・信頼性を確保する必要があります。 

 

2.対象施設 

本計画では、鯖江市が管理する１坑（下記表１）を対象とする。 

表１表１表１表１    
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3.計画期間 

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、計画期間は２０１６年

度（平成２８年度）から２０３１年度の１６年とする。なお、点検結

果等を踏まえて、適宜計画を更新するものとする。 

 

4.対策の優先順位の考え方 

鯖江市が管理するトンネルは１坑であるため、優先順位は考慮せ

ず、健全度Ⅲと判定された場合に、次の定期点検までに修繕を実施す

る。 

 

5.個別施設の状態等 

平成２８年度に行った近接目視点検によって得られたトンネルの

状態等は以下の通りである。 



 

3 

 

表表表表２２２２ 

6.対策内容と対策実施時期 

平成２８年度の定期点検では、健全度がⅢと判定されたため、翌年

度に、はく落対策工(はつり工・含浸・樹脂接着・繊維シート接着)、 

漏水対策工(線導水)、覆工背面空洞充填(裏込注入)を行った。 

なお、今後の定期点検の結果においても、健全度Ⅲと判定された場

合は、速やかに修繕等を実施する。また、道路利用者及び第三者への

被害が懸念される損傷が日常パトロール等において発見された場合

には、健全度に関わらず速やかに修繕等を実施する。 

 

対策内容とその実施時期は以下の通りである。 
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表３表３表３表３    

 

 

 

7.対策費用 

計画期間である２０１６年度（平成２８年度）から２０３１年度の

１６年間については、定期点検費および補修工事に２５百万円が必

要概算費用である。なお、定期点検の結果によって点検・補修等計画

は適宜更新する。 

 

8.新技術等の活用方針 

定期点検および修繕の実施にあたっては、道路メンテナンスに関

わる新たな動向を的確に捉え、新技術の積極的な活用を推進する。       

 

9.費用縮減に関する具体的方針 

前述の新技術の活用検討の活用検討において、点検・修繕における

コスト縮減に有効な工法がある場合は、新技術を積極的に採用する

ことにより費用縮減を図る。 
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